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FAX０７３８-32-2324

　御坊市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第７条の規定に基づき、｢令和５年度 御坊市人事行政の運営
等の状況｣を公表します。
　なお、市ホームページの内容を一部抜粋し、掲載していますので、詳細については、市のホームページをご覧く
ださい。

　仕事の業績を「職務目標の達成度」や「仕事
の成果」を把握した上で行われる業績評価と、
職務目標への取組過程を職位・職種により把握
した上で行われる能力・態度評価の両面から人
事評価を実施しています。

１．職員の任免及び職員数に関する状況

２．職員の人事評価の状況

３．職員の給与の状況（令和５年４月１日現在）

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

５．職員の分限及び懲戒処分の状況(令和５年度)

令和５年４月１日現在職員数

311人307人 △14人 18人

令和６年４月１日現在職員数
令和５年４月２日～令和６年４月１日
退職者数 採用者数

166,600円196,200円
高校卒

179,100円
大学卒区　　　分

初　任　給
短大卒

評価期間

４月１日～翌年３月31日

区分
業績評価

能力・態度評価

対象者

全職員

41.8歳
平均年齢

311,700円

扶養親族を有する職員に支給（月6,500円～15,000円）
通勤距離（片道）が2㎞以上の職員に支給【自家用車等：月2,000円～31,600円、交通機関を利用：運賃相当額（上限55,000円）】
借家等に居住する職員に家賃月額の約1/2を支給（上限28,000円）
課長以上の管理職または施設長に支給（25,000円～43,600円）
6月期2.20月分、12月期2.30月分を支給
超過勤務手当、管理職員特別勤務手当等

♦１人あたりの支給額 ♦一般行政職の初任給の状況

総付与日数
6,434日

総取得日数
1,821日

全対象職員数
173人

平均取得日数
10.5日

消化率
28.3％

７人
分限処分

５人
懲戒処分

０人
法外処分処分内容

処分者数

59人
22.1％

人数
パーセント

１級級
34人
12.7％

２級
56人
21.0％

３級
47人
17.6％

４級
35人
13.1％

５級
32人
12.0％

６級
４人
1.5％

７級

平均給料月額

支給額等
♦手当制度の状況

♦等級及び職制上の段階ごとの職員数（行政職給料表（令和６年４月1日現在））

手当名

♦勤務時間
　勤務を要する曜日…毎週月曜日から金曜日までの週５日間
　　　　　　　　　　　　（国民の祝日及び12月29日から１月３日までを除く）
　１日あたりの勤務時間…８時30分から17時15分まで（休憩時間を除く、実質７時間45分勤務）
　１週あたりの勤務時間…38時間45分（７時間45分×５日間）
　年 間 総 勤 務 時 間…1898.75時間（38時間45分×52週間－（７時間45分×休日等15日））
♦休暇制度　年次休暇、病気休暇、産前産後休暇、配偶者出産休暇、結婚休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、
　　　　　　服喪休暇、妊婦健診等休暇、保育時間休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇、追悼休暇等
♦年次有給休暇の取得状況(令和５年１月１日～12月31日間の取得実績)

扶 養 手 当
通 勤 手 当
住 居 手 当
管 理 職 手 当
期末・勤勉手当
その他の手当

令和５年度 御坊市人事行政の運営等の状況について

し みずのり こ う とうまさる

やまもとしゅうこはやしち　よ

さかもとひと し もりかわまさのり

第76回 人権週間12月４日（水）～10日（火）～「誰か」のこと じゃない～

　12月10日は「人権デー」です。1948年のこの日「世界人権宣言」が国連で採択され、今年で76年目を
迎えました。世界中の全ての人はみんな同じ人権を持つかけがえのない存在です。それぞれの個性や生き方
の違いを大切にして、すべての人の人権が尊重される豊かな社会をつくりましょう。

特設人権相談所 ～人権擁護委員はあなたの相談パートナーです～
　一人で悩まずにお気軽にご相談ください。秘密は厳守されます。
　♦日　時　12月５日（木）10：00～15：00
　♦場　所　福祉センター３階
　♦相談員　法務局職員、法務省人権擁護委員

　　・阪本仁志 氏（湯川町丸山）・森川正教 氏（湯川町財部）

　　・林千代 氏（薗）・山本周子 氏（藤田町藤井）・垣内由美 氏（野口）

　　・清水典子 氏（塩屋町北塩屋）・宇藤勝 氏（名田町楠井）

　　※法務局（☎0570-003-110）でも常時相談を受けています。
　♦主　催　御坊人権擁護委員協議会 御坊分会
　♦後　援　和歌山地方法務局 御坊支局

街頭啓発を実施します！～人権尊重思想の普及高揚をめざして～
　街頭で啓発物品の配布を行い、人権尊重思想の
普及高揚を呼びかけます。

♦問い合わせ　社会福祉課 人権・男女共同参画推進室　☎0738-23-5508　FAX0738-24-2390

かきうち ゆ　み

7：45～8：45
JR御坊駅

15：30～16：30
オークワ ロマンシティ御坊店

12月５日（木）
日　時

場　所

12月3日から12月９日は障害者週間
　12月３日から12月９日は 「障害者週間」 です。 私たちが住む御坊市にも、 障害のある方が多く住まれ
ています。この機会に障害や障害者に対する関心や理解を深めていきましょう。

♦問い合わせ　健康福祉課　☎0738-23-5645　FAX0738-52-5108

●合理的配慮をご存知ですか？
　合理的配慮とは、障害のある人から何らかの配
慮を求める意思表示があった時に、負担が重くな
い範囲で配慮を行うことです。必要とされる配慮
は、障害や環境によって異なり、その時にできる
配慮を考えることが重要です。
※障害者差別解消法では、合理的配慮が義務化さ
れています。

●まずはコミュニケーションから
　コミュニケーションをとる方法は一つだけでは
ありません。障害を理解し、ほんの少しの気配り
で解決できることがたくさんあります。

●コミュニケーションの方法例

音訳

筆談

絵や図の
活用

具体的に
はっきり

ゆっくり話す

おんやく

ひつだん

かつよう

え　　　ず

はな

広報ごぼう 令和６年12月号広報ごぼう 令和６年12月号7




